
 - 1 - 

令和７年横審第４号 

             裁    決 

旅客船Ａ岸壁衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 三級海技士（航海） 

補  佐  人  １人 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官小林努出席のうえ審理し、次

のとおり裁決する。 

 

             主    文 

 

 受審人ａを戒告する。 

 

             理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和６年３月２０日１６時５２分僅か過ぎ 

 千葉県浜金谷港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名  旅客船Ａ 

  総 ト ン 数  ３,３５１トン 

  全   長  ７９.０９メートル 

  機関の種類  ディーゼル機関 
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   出   力  ２,９４２キロワット 

３ 事実の経過 

 (1) 設備及び性能等 

 Ａは、平成元年９月に進水し、可変ピッチプロペラ及びバウスラ

スターを備えた２機２軸２舵で、神奈川県横須賀港第７区と浜金谷

港間の定期航路に就航する、最大搭載人員が船員２０人、旅客  

６８０人の船首船橋型鋼製旅客船兼自動車渡船で、船橋の操舵室中

央に操舵スタンド、その左舷側に機関コンソール、ＧＰＳプロッタ

ー及び２号レーダー、同スタンド右舷側に１号レーダーをそれぞれ

装備していた。 

 海上試運転成績書によれば、船首２ .６８８メートル船尾   

２.８９２メートルの喫水のとき、後進力試験で、前進速力１４.３

ノットの状態から全速力後進を発令して船体停止までに要した時間

及び同航走距離が１分４４秒及び４０５メートルであり、バウスラ

スター効力試験で、機関を停止して行きあしがない状態で、右舷船

尾方から毎秒３メートルの風を受ける状況下、ピッチ角を左   

２０.８度として１８０度回頭するのに要した時間が２分２７秒で、

右舷正横方から毎秒３メートルの風を受ける状況下、ピッチ角を右

２０.９度として１８０度回頭するのに要した時間が２分４０秒で

あり、船首２.６５７メートル船尾２.９２７メートルの喫水のとき、

旋回力試験で、速力１４.６ノットの状態から舵角を左３５度とし

た際の最大縦距が１８８メートル、最大横距が１２６メートルで、

９０度回頭に要する時間が２８.５秒であり、速力１４.５ノットの

状態から舵角を右３５度とした際の最大縦距が２０４メートル、最

大横距が１３８メートルで、９０度回頭に要する時間が３１.３秒

であった。 
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(2) 安全管理規程等 

Ａの船舶所有者が定めた安全管理規程に基づく運航基準には、運

航に対する可否判断の条件等が記載され、入航の５分前に船長が副

運航管理者と搭載車両数及び港内の海象状況等の各情報について互

いに連絡を行う旨並びに、入航予定地内の気象及び海象に関する情

報を確認し、風速が毎秒１８メートル以上に達していると認めると

きは、入航を中止し、適宜の海域での錨泊その他の適切な措置をと

らなければならない旨がそれぞれ記載されていた。 

(3) 浜金谷港 

     浜金谷港は、房総半島西岸の千葉県金谷漁港北方に位置し、東京

湾に面して西方に開いた港であり、港奥の南岸に船舶所有者所属の

定期旅客船が占有する長さ約７０メートルの岸壁（以下「南占有岸

壁」という。）が築造されていて、通常の運航時には、１日に７回

ないし１４回の出入航が行われていた。 

 (4) 本件発生に至る経緯 

   Ａは、ａ受審人ほか７人が乗り組み、旅客７人を乗せ、車両等８

台を積載し、船首３.０メートル船尾３.２メートルの喫水をもって、

令和６年３月２０日１６時１５分横須賀港第７区を発し、浜金谷港

に向かった。 

     ところで、ａ受審人は、定期旅客船で約１３年間の船長経験を有

し、その間の浜金谷港における着岸操船経験が数千回に及び、日頃、

同港への着岸操船を行う際、減速して港内へ進入してから、左右両

舷機を適宜用い、バウスラスターを併用して約１８０度右回頭した

のち、南占有岸壁に出船左舷着けで着岸するようにしていた。 

   また、ａ受審人は、１日に２回、船舶所有者からファクシミリで

気象情報を受信し、入航前に副運航管理者と連絡を取って得られた
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情報から状況を判断するようにしており、荒天が予想される場合に

は、適宜インターネットに接続して詳細な気象情報を収集し、入航

予定港から出港してきた僚船と無線で連絡を取り、同港の詳細な情

報を入手するようにしていた。 

ａ受審人は、出航操船に引き続いて操船の指揮を執って東京湾を

東行し、１６時４５分浜金谷港の副運航管理者に連絡を入れ、同港

で風速毎秒５メートルの北寄りの風である旨の情報を得たのち、入

航準備を令して入航態勢に入り、南占有岸壁に出船左舷着けの状態

で着岸することとし、１６時４７分僅か前浜金谷港防波堤灯台から

３０５度（真方位、以下同じ。）８３０メートルの地点で、針路を

１１２度に定め、１２.０ノットの速力（対地速力、以下同じ。）

から緩やかに減速をしながら、手動操舵によって進行した。 

ａ受審人は、１６時４８分僅か前浜金谷港防波堤灯台から３１５

度４８０メートルの地点で、針路を１２８度に転じ、減速を続けな

がら続航していたところ、１６時４９分浜金谷港防波堤灯台から 

３３５度１３０メートルの地点に至り、速力が９.５ノットとなっ

たとき、浦賀水道航路南口付近を航行中の僚船の船長から、社内無

線で、風速毎秒３０メートルを越える北寄りの強風が吹き始めた旨

の情報提供を受けた。 

情報提供を受けたとき、ａ受審人は、浜金谷港内でいつもと同様

の方法で着岸操船を行い、回頭中にバウスラスターの性能を上回る

強風を受けると、回頭できずに圧流されて南占有岸壁に衝突するお

それがあったが、僚船から情報を得た時点では、まだ風が強い状況

ではなかったので、無難に着岸することができるものと思い、錨を

用意し、一時的に南占有岸壁に右舷着けをして様子を見るなど、風

圧流に対する措置を十分にとらなかった。 
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こうして、ａ受審人は、１６時５０分僅か前浜金谷港防波堤灯台

から０９８度１２０メートルの地点に至り、６.３ノットの速力の

状態で、右舵一杯とし、右舷機を半速力後進、左舷機を全速力前進

にかけ、バウスラスターを併用して右回頭を始めたところ、船首が

南方を向いた頃、風速が急増した北北西風を右舷方から受け、バウ

スラスターを右一杯としても回頭できない状態となって圧流され、

１６時５２分僅か過ぎ浜金谷港防波堤灯台から１３１度１６０メー

トルの地点において、Ａは、船首が２６９度を向き、０.６ノット

の前進行きあしとなったとき、その船首が南占有岸壁に衝突し、続

いて左舷船尾が南占有岸壁東方の護岸に衝突した。 

 当時、天候は晴れで風力８の北北西風が吹き、潮候は下げ潮の中

央期にあたり、視界は良好で、千葉県富津市には雷、強風及び波浪

の各注意報が、関東海域北部には海上暴風警報がそれぞれ発表され

ていた。 

 衝突の結果、左舷船首部及び左舷後部外板に擦過傷並びに左舷舵

柱の凹損等を生じたが、のちに修理され、南占有岸壁は壁面コンク

リートに欠損等を、南占有岸壁東方の護岸は気象観測装置固定ワイ

ヤの切損等をそれぞれ生じた。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件岸壁衝突は、浜金谷港において、富津市に雷、強風及び波浪の各

注意報が、関東海域北部に海上暴風警報がそれぞれ発表されている状況

下、僚船から浦賀水道航路南口付近で強風が吹き始めた旨の情報提供を

受けた際、風圧流に対する措置が不十分で、右回頭中に強風を受けて圧

流されたことによって発生したものである。 

 ａ受審人は、浜金谷港において、富津市に雷、強風及び波浪の各注意
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報が、関東海域北部に海上暴風警報がそれぞれ発表されている状況下、

僚船から浦賀水道航路南口付近で強風が吹き始めた旨の情報提供を受け

た場合、浜金谷港内でいつもと同様の方法で着岸操船を行い、回頭中に

バウスラスターの性能を上回る強風を受けると、回頭できずに圧流され

て南占有岸壁に衝突するおそれがあったのだから、錨を用意し、一時的

に南占有岸壁に右舷着けをして様子を見るなど、風圧流に対する措置を

十分にとるべき注意義務があった。ところが、同人は、僚船から情報を

得た時点では、まだ風が強い状況ではなかったので、無難に着岸するこ

とができるものと思い、風圧流に対する措置を十分にとらなかった職務

上の過失により、右回頭中に強風を受けて圧流され、南占有岸壁への衝

突を招き、船体及び岸壁等に損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和７年９月４日 

     横浜地方海難審判所 

          審 判 官  米  倉     毅 

 

 


